
川崎区 

更新日︓令和５年５月１５日 

新型コロナウイルス対策に関する対応状況 

○川崎区本部の活動状況 
・第１回区本部会議を開催し、市本部会議の情報共有、区における新型コロナウイルス感染症への対

応状況等の確認を行った。（R2/2/5） 
・第２回区本部会議を開催した。主な議題は、①第２回市本部会議の報告 ②帰国者・接触者相談

センターの周知 ③衛生課からの情報提供 ④年度内に予定しているイベントや会合についての
調査など (R2/2/19) 

・第 3 回区本部会議を開催した。主な議題は、①第３回市本部会議の報告 ②衛生課からの報告 
③本市が主催するイベントの考え方についてなど。（R2/2/26） 

・第４回区本部会議を開催した。主な議題は、第５回市本部会議の報告など。(R2/3/4) 
・BCP 発動に備え、課題・状況把握の実施及び各課への区長ヒアリング（R2/4/1 〜R5/5/7） 
・第 5 回区本部会議を開催した。緊急事態宣言に伴う対応について情報共有を図った。（R2/4/7） 
・区民課・保険年金課窓口（２階）に飛沫防止保護カバーを設置した。（R2/4/7） 
・区役所３〜６階及び大師・田島両支所窓口に飛沫防止保護カバーを設置した。（R2/4/8） 
・公用車を活用し、感染拡大防止に向けた広報活動の実施。（R2/4/10、4/13） 
・衛生課へ総務課及び地域支援課職員を派遣し、支援体制を図った。（R2/4/13） 
・第６回区本部会議を開催した。（R2/4/15） 
・第７回区本部会議を開催した。本市行政運営方針等を踏まえた庁内応援・勤務体制について情報

共有を図った。（R2/4/16） 
・各課にＢＣＰ発動に伴う勤務体制と接触機会の削減について取り組むよう通知した。（R2/4/17） 
・第 10 回区本部会議を開催し、第 18 回市本部会議の報告等について情報共有を行った。（5/27） 
・第 11 回区本部会議を開催し、第 19 回市本部会議の報告等について情報共有を行った。（9/16） 
・第 12 回区本部会議を開催し、第 20 回市本部会議の報告等について情報共有を行った。
（R3/1/5） 
・その後の区本部会議の開催（R4/1/6、R4/1/12、R5/3/15） 

※市本部会議の報告等については、適宜、情報共有を行っている。 
・新型コロナウイルス感染症下における川崎区総合防災訓練を旭町小学校にて実施（R2/10/17） 
・課題即応事業費を活用し、大師・田島両支所のトイレ洗面台の自動水栓等を設置し、接触機会の

低減による感染症対策を講じる。 
・衛生課事務応援体制の強化。（R2/11/25 〜R3/3/31、R3/7/22 〜R4/10/31） 
・新型コロナウイルス感染症下における外国人市民向け防災講座をふれあい館にて実施。

（R3/1/26、R3/1/29） 
・課題即応事業費を活用し、区役所庁舎の換気機能を補完する空気清浄機を設置するとともに、更

なる消毒徹底、飛散防止及び接触機会の低減による感染症対策を講じる。 



・新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの集団接種体制として、教育文化会館にて予防接種を
実施。（R3/5/12 〜R3/11/28） 

・自主防災組織リーダー等養成研修会にてコロナ禍における避難所運営について講義を行った。
（R3/7/26） 

・新型コロナウイルス感染症下における避難所開設訓練を含め川崎区総合防災訓練を大島小学校に
て実施（R3/11/28） 

・新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの集団接種体制として、第４庁舎にて予防接種を実
施。（R4/2/2 〜R4/7/30） 

・新型コロナウイルス感染症下における外国人市民向け防災講座をふれあい館と貝塚教会にて実
施。（R4/3/1、R4/3/4、R4/3/6） 

・新型コロナウイルス感染症下における川崎区総合防災訓練を川中島中学校にて実施（R4/3/12） 
 
○業務執行体制確保に向けた検討・取組 
・コロナ本部から新型コロナウイルス感染拡大に備えた業務執行体制の確保についての通知があり、

以下の対応を実施した。 
（１）必要な業務の精査の取組 

・区部長会議で「新型コロナウイス感染拡大に備えた業務執行体制の確保について（通知）」の再
度の伝達と対応指示（R4/1/12） 

・区部長会議で新型コロナウイルス感染状況の情報共有及び衛生課応援体制の確認（R4/1/12・ 
 R4/1/19・R4/1/26・R4/2/2・R4/2/9・R4/2/24・R4/3/2・R4/3/16・R4/3/23・ 

R4/3/30・R4/4/1・R4/4/13・R4/4/20・R4/4/27・R4/5/11・R4/5/18・R4/5/25・ 
R4/6/8・R4/6/15・R4/6/22・R4/7/6・R4/7/13・R4/7/20・R4/7/27・R4/8/3・
R4/8/10・R4/8/24・R4/8/31・R4/9/7・R4/9/21・R4/9/28・R4/10/5・R4/10/12・ 
R4/10/26・R4/11/2・R4/11/9・R4/11/16・R4/11/30・R4/12/7・R4/12/28・
R5/1/11・R5/1/18・R5/1/25・R5/2/1・R5/2/8・R5/2/15・R5/2/22・R5/3/1・
R5/3/17・R5/3/24・R5/3/29・R5/4/5・R5/4/19） 
 

（２）第６波に備えた区役所内応援体制整備の検討 
・第 14 回川崎区新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、目下の感染状況と衛生課の繁忙状況

を共有するとともに、第５波の応援体制の反省を踏まえた第６波に対する区役所内の衛生課応
援体制整備を確認（R4/1/6） 

（３）衛生課応援に対応した業務体制の確保の取組 
・応援依頼及び各課割振表を通知し、要員確保とそれに対応した所管業務の執行体制の調整を実

施（R4/1/6） 
・応援依頼及び各課割振表を通知し、要員確保とそれに対応した所管業務の執行体制の調整を実

施（R4/7） 
（４）区役所内応援体制実施の取組 

・区役所内応援体制を開始（R4/1/11→R3 年度内で一旦終了） 
・区役所内応援体制を開始（R4/7/22→9 月末までで終了 看護職応援はシフト表作成継続し人

材派遣が不足の際には応援依頼）  



（５）衛生課における業務及び応援受入れのための環境整備の取組 
・第６波対応用に応援者用のマニュアルを更新するほか、応援者執務スペース調整の実施
（R4/1/7） 
・人事異動に伴い衛生課職員のマニュアルを更新（R4/4） 
・療養期間の変更、全数届出見直しなど様々な制度変更に伴いマニュアルの更新、作成（R4/9-
10） 

（６）職員の感染防止対策の取組 
・区長名で通知文を発出し、職員一人ひとりの感染対策の徹底を指示（R4/1/7） 

 
 
 


